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経済学研究 53-1

北海道大学 2003.6 

韓国農業奨励組合の展開過程(明治期)

田中慎一

はじめに 日本のいくつかの県に，県が補助金を交付する

乙とで県民1)の対韓進出をうながす動きがあっ

日露戦後，韓国の保護国化が進展するなか， た(表 2) 参照)。本稿の表題の「韓国農業

表 1 県補助金交付をうけた対韓農業経営組織

形態 県名 名 Fか 役立
資本金 補助金 現地事務所

「事業ノ大袈 J年月 (円) 年額(円)交付加no(年度) 総額(円) 所在地

大分
韓国興政

1906. 9 35.000 600 1910 600 
全紐南道 付)土地問入(ロ)政場経営十阻苗ノ育成及配布件)移住者

株式会社 jyj平郡fI.¥川面 ノ奨励
ム五

将国制J1:! 慶尚南道 十イ)金銭ノ貸付 (ロ)土地建物及物品ノ売買及貸付 (ハ))品業及
社 香川 株式会社 1906.11 200，00日 3，000 19日6 3，000 

晋州 之ニ附t!fスル事業付朝鮮移住者/指導奨励

JB 島根 山陰道産業 1907. 4 500，000 4，000 1907-1912 24，000 慶尚南3宣 忠消北道共澗郡及慶尚北道金山郡方而ー於ァ水田83.033株式会社 釜山 町畑26.000町ヲ附入シ朝鮮人ヲシテ小作セシム
態
石川県政業 全紐北道 何)戯作物ノi成作(ロ)移民奨励判所有地田 14.432斗落石川 株式会社 1907.12 100，000 

1，500 1908-1909 3，000 金堤 5升畑 231斗蕗 5升

福岡 政事 1905.12 不明 1906-1909 13，137 
全沼南道

移住者ノ保臨奨励 1出場経営 j出村/設立
組 奨励組合 栄山主I

合
岡山 韓国l出業 1908. 3 30，000 6.000 1908-1912 30，000 慶尚南ill

付)股作物ノ試作(ロ砂住者/保髄奨励十、)l>!範的山村/投
形 奨励組合 密防 立
i血
長野 開雌組合 1908. 9 720 不明 渡斡者ノ指導奨励

近派査開員

高知
制査員

1，200 1906 1，200 朝鮮ニ於ケル雌業、商工業及漁業ニ閃スル鯛査
12名派遣

滋賀
府政家

350 1909 350 ~ÿJßfノ股業状態問査
4名派遣

出典:雌商務省政務局間査『朝鮮雌業慨説J(1910年)109 -135頁より作成。岡山県については『岡山県会史』第 3紹(1914年)715頁で補足した。
倣考:上記『羽鮮政業慨説』には山陰道産業株式会社への県補助金交付の初年度を明治40年としたり(120頁)，明治41年としたり(135頁)と矛盾があるが，
前者を採用しておいた。

1)県民といっても，県民個人ではない。県民が株主の

株式会社や県民が組合員の組合に，県が補助金を交

付するということである。その県民とは，例えば本

稿が取り上げる岡山県にできた組合のばあいには，

「組合員ハ本県在籍者ニシテ満三ヶ年以上本県内ニ

居住スルモノニ限ルJcr韓国農業奨励組合規約」
[以下組合規約Jと日書記]第 5条，西服部家文

書『韓国農業奨励組合書類』所収)とある。当時(明

治後期)県民といったばあい，本籍がその県にあり，

その県内の 3年以上の居住者がそれに該当したの

であろう。なお，後註の拙稿と同様，本稿が用いる

韓国農業奨励組合関係史料は， とくにことわらない

かぎり，この『韓国農業奨励組合書類~ (服部大本

家) [~服部和一郎家所蔵文書目録』東京大学社会科

学研究所. 1978年，文書番号 l-g-l]に収めら

れているものである。

2)この表の出典の当該箇所にいち早く注目したのは李
在茂(遺稿，編集責任者岡田与好) ，いわゆる『日

緯併合強占』前における日本帝国主義による

朝鮮植民地化の基礎的諮指標J(~社会科学研究』第

9巻第 6号. 1958年)である。その後，本表のな
かの特定の経営組織を取り上げたものに，石川県農

業株式会社については田中喜男「石川県農業株式会

社J(W北陸史学』第 15号. 1967年).同「明治後

期朝鮮拓殖』への地方的関心一石川県農業株式

会社の設立を適して J (~朝鮮史研究会論文集』第

4集. 1968年).浅田喬二「旧植民地(朝鮮)にお

ける日本人大地主の存在形態一石川県農業株式会社

の事例分析ーJ (旗図録先生古稀記念会編『朝鮮歴

史論集』下巻，龍渓香舎. 1979年，所収入山陰道

産業株式会社については内藤正中「韓国における島

根県の植民地経営会社J(~山陰地域研究~No 8，1992 
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表 2 韓関農業奨励組合員名簿

組合員
氏 名 住 所 備 考

仮番号
組合員
氏 名 住 所 飾 考

仮番号

l 姉谷金之助a 岡山市東中山下 1.141.12.2悶毘(I日} 44 小川十万太 粒江村大字粒羽i M42.4.3Q限度 (1口}

2 浅井佐元 西中山下 45 蓮岡栄次郎 本荘村大字通生 1.142.4.30阻世(I口1

3 小幡金平 中之町 見~r.. 創立~U. 理事 46 山本五三郎 赤崎村大字赤碕

4 石黒酒一郎A 西中山下 47 大原孫三郎 都窪郡倉敷町 3間町歩

5 西原金蔵 兵団 48 大橋平右衛門a 倉敷町 (53町事

6 岡本佐市 弓之町 49 森
ーJt二 倉敷町

7 近藤佳太 御津郡建部村大宇中田 50 植田 年企 倉敷町

B 岡崎柾次郎 芳田村大字万倍 51 横田養一 常盤村大字中原

9 黒住武市 一宮村大字一宮 見起1I 52 内回弥太郎 庄村大字山地 児起~

10 小野三郎 牧石村大字玉柏 53 難波九一郎 庄村大字下庄

11 井上利郎 大野村大字大安寺 54 工藤敏夫 浅口郡三和村大字占見新田

12 岡崎苫吉‘ 伊島村大字上伊福 55 雨戸郁三 鴨方村大字鴨方
兜起者位立号毎日、理事

1.142.4.30間受 (3口}

13 水野弘毅& 円城村大字円城 56 小野n1I太 里庄村大字里見

14 中吉 順造企 赤磐郡西山村大字西中 57 浦岡寿三郎 里庄村大字里見

15 万代嘉平治 石生村大字原 見起脊 58 小野はし 長尾村大字長尾 135町w

16 岸 政治 和気郡伊部村大字伊部 刷問 59 三宅元雄 玉島町大字阿賀崎

17 野吹秀太郎 片上町大字束片上 兜起者 60 柏木梶雄 玉島町大字玉島 置問

18 今回佐吉 本荘村大字大中山 61 石井源次郎 小田郡矢掛町大字矢掛

19 桜井学二郎 日笠村大字日笠下 62 高草平助 矢掛町大字矢掛

20 服部平兵衛 巴久郡牛窓町 120町出 63 名越仁三郎 北川村大字走出

21 高祖金次郎 牛窓町 1-142.4.30阻誼 (1口) 64 江木伯助 中川村大字本堀

22 石井卯次郎 牛窓町 65 久我於克一郎 金浦町大字西浜

23 岸野吾三政 幸島村大字西幸西 66 石田武平太 吉田村大字吉田 見Ii!J(

24 水田富太郎 行幸村大字福岡
兄起昔、 m立~Jl理事
/1142.4.30回受 (1口] 67 高橋 立 大井村大字京大戸

25 藤原久吉 行幸村大字福岡 68 三村尚斎 後月郡西江原村

26 小橋一正 行幸村大字福岡 69 話li本丈太郎 井原町
見起者

M42.4.30mo: {l口}

27 平井武策 行幸村大字福岡 70 木谷 時1 吉伯郡二万村大字上二万

28 小山保三 行幸村大字服部 71 神的達三郎 新本村 /1142.4.30問自(I口]

29 日下部虎治 上道郡玉Jj村大字観音寺 兜起t
/1142.4.30国毘 (2口} 72 板野茂登ー 来村大字福谷 51町w

30 岡本健治郎 jjtや!(村大字久保 73 渡辺網太 生石村大字三手

31 永原玄古A 財団村大字長岡 74 長尾俊怒 岩田村大字山上 見起~
1.142.4.30朗自(I口1

32 山口誠孝A 西大寺町 75 池上勢平 総社町大字F~回 M42. 4.. SO闘控(J口1

33 iザ井藤八郎 芳野村大字浅越 76 山本宗七‘ 新本村 M42.4咽30回世(I口)

34 藤原誠太郎 三縮村大字藤崎 77 柳井重宣 上房郡松山村 見起r.

M42. 4. 30悶盟(I口]

35 星嶋謹一日[1 児島郡藤戸村大字藤戸
(25町w
1>142.4.30限度(I口} 78 佐藤誠一 有漢村

36 佐々木吉三郎A 下津井町大字下津井 79 佐藤晋-^ 有漢村

37 奥田銀次郎 琴浦村大字国ノ口 80 西村元五郎 高梁町大字下町

38 山本弥平太 郷内村大字申回 81 石川~治郎企 高梁町大字本町

39 谷田経太郎& 郷内村大字林 M42.4.30ffl盟(I口} 82 妹尾普平 高梁町大字下町

40 近藤敬次郎 鉾立村大字番目 83 西 太治郎 川上郡落合村大字阿部

41 近藤 実a 荘内村大字長尾 M42.4.3a:tl.tt (1口J 84 長尾佐助 吹屋町大字吹屡 見起r.

42 篠山常太郎 福田村大字福田 /1142.4.30回世(I口) 85 井田治九郎 高倉村大字国井

43 藤原元太郎 八浜町大字八浜
見起払創立番目司理事 (lll
/1142.4.3日間受 (5口) 86 木村彦五郎 阿哲郡本郷村大字則安 1.142.4.30回世(I口}
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87 定岡1J二 本郷村大字宮河内 132 井上大五郎 角山

88 田原藤一郎 宇11代村大字下事11代 M4t4，30lfl.毘(1口) 133 金谷槌吾 御休

89 戸田江三郎 刑部村大字小坂部 ~ßn， m立~n，理郁 134 松島永三郎 御休

90 河本直一郎 A庭郡勝山町大字三回 見起n，理事.日町w
135 宇野和ー郎 都密郡倉敷町1>142.4.30臨畳 (3口)

日l 山谷虎三 勝山町大字三回 136 津川安二郎 中庄

92 辻 武十郎 勝山町大字勝山 I幻 犬飼塁十郎企 庄村

93 福島虎太郎A 久世町大字草加部 M41.1z.2目度(1口) 138 jljl大防益三郎 児島郡琴稲i

94 安達亀次郎企 勝山町大字勝山 M4LI2.2闘世(1口} 139 渡辺柳次郎 興除 M42. 4. 30阻受 (2口]

95 久山猪八郎 苫田郡二宮村 140 中西七太郎 下I'!l井町

96 苅田善治郎 w山田I大字勝間回町 141 中塚助一郎 小田

97 浮田佐平 津山町大字伏見町 142 赤木説二郎 小串

98 土居通 ill 田邑村大字下回邑 55町!t 143 井上古之 宇野

99 橋本英一 西苫田村大字小田中 144 近藤IT.義 荘内

100 児島房太郎 林閏村大字川崎 見居者 145 三上孝三郎A 荘内

101 鳥取 義 大野村大字竹田 146 川合 l喜男 小田郡大江

102 額回嘉平治 勝回郡勝間田町大字勝阿国 147 浅野宮平 笠岡

103 池上声F速 北前15Mす大字百々 148 石田誠四郎 後月郡呉妹

104 矢吹正誠A ~t和安市大字行{言 149 高見詰夫 呉妹

105 安東宗十郎 勝田村大字J~加部 150 橋本忠治 吉備郡足守 1/1142.4.30回受 (1口]

106 石川磁平企 古吉野村大字河原 151 戸田十次郎 上房郡有i!i!村

107 前原直十郎 古吉野村大字河原 152 原因伊之助 松山

108 多胡 iff. 勝加茂村大字楢 153 佐山慶一 真庭郡新庄村 1削l.lU DlSl:(J臼}

109 福原禎殺 新野村大字新野東 154 木部i正理 美和村
11141.12.2副受(1口]
1142.4.30間住(1口}

110 原因玉之助 英田郡吉野村大字豆回 155 小出補助 美川

111 有元荘之助 大原村大字古町 156 平岡宇太郎 中和村

112 ~福泰道 粟広村大字馬形 兜起r.， 理事 157 片岡敬一 津山町

113 上原虎之助企 久米郡吉岡村大字大戸下 158 村上クニ 加々 美南

114 志茂猶太郎 稲阿南村大字山/城
見sr. 159 川端甚九郎 英田郡吉野1.142.4..30剖毘(1口l

115 磯山 治& jJ日美村大字原因 160 小川方太郎 久米郡加美村

116 申本喜四郎 倭文京村大字桑下
出典斡国農業費励組合員名簿J(r韓国政章奨励組合定款井諸規程』所収)， r訴杭送達

117 石原通夫 大丹東村大字中北下 及l自日呼出状J(大正2年6月初日付，霊山地方法院朝鮮総暫府由紀)句「控訴状

118 岡田鉄五郎 岡山市西田町
送述及川日呼出状J(大正3年9月16日付.大郎醒審法院民事第二郎朝鮮総督府

M41.12.2回受(1口} 1&判所世紀)により作成.仙寺欄の記轄のうち所有耕地面積(大正13年6月開査，

119 再t 下其太郎 御津郡牧石村
JJ:!務局『五十町恭以上/大地主』 ω出業尭述史悶査会組『日本農業尭述知第7巷.
中央公論社， 1目5年1 所収，岡山県の分は762-763頁)以外の記時の出典!こっ

120 佐藤馬之丞 福浜村 いては略した(本文と註でわかるようにしたつもりである).
仰考 1l氏名の右肩のb.~1は大正 2 年 6 月 23 日の時点で組合員でなくなっている者

121 有利静人 赤磐郡布都美村 である.うちNal，93， 94は明治41年12月2日に 1日を議醒した限に組

122 金谷一二 和気郡日生村
合を脱退したであろう (3人がこの時点までに 2日以上もっていたとは考え
にくいからである).3人からそれぞれ 1口づっ謹呈吋たぬ 118，153，154

123 桜井亦男 日笠村
が交代する形で組合員となったのであろう.また， Na39， 41は明治42年4
月初日に l口を譲渡した阪に組合を脱退した可能性がある.因みl乙ζの

124 南 多平 熊山村 t主防 2人を除く 16人田明治42年4ft羽目の譲渡人はその佳も組合口であり続
けるが， Na16だけが大正2年6月から大正3年B月までに組合員でなく

125 万波忠治 1A.保村 なっている.

事11坂 TIt太郎 邑久郡玉津村
2)氏名の右肩の企印l;t大正 3年9月1日目時点で組合員でなくなっている者

126 である.

127 神坂亀太郎 玉津村
3)組合設立の尭起者20人のうち 1人(甲田完之.勝田郡であろう)が股立時の
名前にでてとない.少し変だが組合に入らなかったと解せざるをえない.

128 土井幸八 大宮村 4)所有耕地面積(叩mr歩以上)はB人について記轄したが況のデータにl;t岡
山県から実質44人がリストアップされている.ただし後述の回服部京はなぜ

129 塩見邦治 大宮村 か記.¥i¥されていなし1)，これ以外でもNa80l;t59町歩， Nal03は84町事の可能

130 入江澄兄 邑久村
性がある(大正13年目月調査時，すでに当主交代があったとすれは:).また
Na22を組合加入の形式的な名器人としていた服部平1i0i1(西服部京)は県内

131 岩藤良太 上道郡宇野村 M42，4.30凪受 (2口]
凪mの大土地所有者であった.とすれば.いわゆる50町歩以上地主回日程度
は組合|ご加入していたことになる.
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奨励組合J3)は岡山県にできたものであり，あ

くまで民間の一組合4)であるが，あたかも岡山

県庁の一機関のごとく見なされがちだ、ったと思

われる九その設立過程については拙稿G)で明

らかにしたつもりなので，本稿はまず，その後

の過程のうち，ほぽ前半期にあたる 1908~1912

(明治 41~45) 年について検討する 7) 。

年)がある。会社形態(株式会社，営利組織)の

2つの事例研究であり，本稿が取り上げる組合形

態(非営利組織とまではいえないにしても非営利的

共同目的追求の性格を帯びる)との異同が問題にな

るかもしれない。

3) 1908年 3月設立の「韓国農業奨励組合Jは1911年

5月，その「韓国」を「朝鮮Jに入れ替え「朝鮮

農業奨励組合Jと名義変更する。それゆえ本稿では，

この二つの名称を適宜っかい分けていくことにな

る。なお，この名義変更は韓国併合が原因であり，

この組合の構成員にはただ承諾が求められ次のよう

に通知されていたのだったー「本組合名義中ニ『韓

国』トアルヲ『朝問削ト変更ノ必要有之候ニ付テハ

規約変更ノ手続履行可致筈ナルモ韓国併合ノ今ハ名

義変更ハ当然之事ニシテ又別ニ御異議モ無之事ト存

候条其筋へ変更手続申請可致候条御承知相成度候」

(1911年 5月10日付，組合理事長藤原元太郎か

ら石井卯次郎宛て照会「本組合名義変更ニ関スル

件J)。

4)組合員の半数以上の出席で成立し，出席組合員の過

半数で議事を決定しうる「組合員会」の議決事項は，

経費の予算，韓国に設置すべき出張所の位置の選

定，業務の成績と決算の認定，組合員の加入脱退，

その他緊要の事項であり，組合の最高意思決定機関

といえる(r組合規約J第 16・19条)。議決権をも

っ組合員は持口に応じた出資金を払い込める県民な

のだから，そのかぎりでは純粋な民間組合である。

ただし，当初の旧組合員 117人は県サイドの主導で

選別されたのであり，その後は新たに加入しようと

すれば組合員 3名以上の紹介により組合員会の承

認を経ることを要したから(1組合規約」第 26条)，

経済力という階級的なものだけで組合員になれたわ

けではなく，社会的地位(地方名望家のみならず，

組合が必要とする技能を職業上もつ者)などの身分

的なものも問われたはずであるロもっとも，上記の

第26条は絶対必要条件とはならず，次のように適

用しないばあいもあった。 1908年12月 2日の臨

時組合員会で「組合出資増額ノ件Jを議決し，新口

180口(うち 120口は「現在組合員ノ権利」とし「残

余ヲ新加入者ノ申込トスJとされた)を募集するこ

とにした際，これに応募してくる新加入者にはこの

第 26条の規定を適用しないとし，新口を持ってく

れる者に加入しやすい措置をとることになる。

5)組合員会は定例総会(毎年1回)の他に臨時総会
(臨時緊要の事件に対応して理事が招集したり，組

合員総数の 1/3以上の請求に応じて理事が招

集)がありうるにしても(1組合規約」第 16・17条)， 

日常的な機能をもちえないロそれをもつのは，①移

住者奨励の方法，②韓国で着手される農場の位置の

選定と良場経営の方法，③組合が所有することにな

る財産の収得・維持・増殖の方法，これらの 3事

項が委任された理事であり(1組合規約J第 16条)，

しかも 7人いるから理事ノ業務ノ一部ヲ理事長

又ハ理事ノ一人ニ委任スルコトヲ得J(I組合規約」

第 9条)とあるように実際は 1人の理事(通常は

理事長のはず)が理事(長)一幹事ー技師一書記の指

揮系統で組合経営組織を保持していたとみてよいだ

ろうロなお，補佐役の顧問は 1908年 3月11日創

立総会閉会後の理事会で前岡山県!員会幹事兼技師の

岸歌治と岡山県農会技師の柚木梶放が選ばれ (W山

陽新報~ 1908年 3月13日「韓国農事組合創立総

会J，W岡山県会史』第 3編， 1914年， 716頁)，技

師には岡山県庁の技手兼属の南多平が就任する。そ

して，組合員の互選による建前であったが実際は組

合創立総会で座長の県知事が指名した理事 7人の

うち， 4人は県議(藤原元太郎・高戸郁三[県会
議長] ・戸田江三郎・河本直一郎)，あとは実業家

(小l陥金平) ・豊福泰造(1912年 5月，衆議院議

員) ・水田富太郎であった。理事長に就任した藤原

元太郎は 19日年 3月に衆議院議員となるa したが

って， この組合の役職員は岡山県の半官民的性格が

波厚と目されたであろう o県サイド(県庁と県議会)

の主導によるその成立事情に加えて，韓国に「出張

所Jが設置されるのに対して岡山市に設置されるも

のとされた「事務所」が岡山県庁内におかれたとと

も(組合員宛ての葉書の差出人は「理事長藤原元

太郎/(岡山県庁内)J とあるし，同じく返信用業

者の表書きには「岡山市岡山県庁内/韓国農業奨励

組合事務所/御中」とある)，この組合が県庁的機

関のごとき印象をあたえたであろう。

6)田中恨ー「満韓視察員と韓国農業奨励組合J(W北海
学園大学経済論集』第 38巻第 2号， 1990年)

7)組合の存立期間は， 1908年から 10ヵ年と定められ

ていたー「本組合ノ存立期間ヲ満十年トス但時宜ニ

依リ伸縮スルコトアルへシJ(第 6条)。結果的に

は，文中の但し書きが適用されることはなかった。

「組合ハ存在期間ノ満了又ハ総組合員四分三以上ノ

同意ニヨリ県知事ノ認可ヲ得ルニアラサレハ解散ス

ルコトヲ得スJ(第 29条)， r組合ヲ解散シタルトキ
ハ二名以上ノ消算人ヲ撰定シ清算ニ関スル一切ノ事

務ヲ委任スJ(第 30条)にのっとり，解散となり清

算に入るのは 1918年に至ってからである。

県の補助金は，その前半の 1908~12 年の 5 ヵ年

継続して毎年6，000円，合計 30，000円が交付され

た。組合の存立期間 10年のうち前半の 5年聞は補

助金で支えるかたちになっている。そのあとは補助
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I 韓国農業奨励組合の構成

1 組合という組織形態

民間レベルで比較的規模の大きい対韓経営組

織をつくるばあい会社形態と組合形態がありう

る。韓国農業奨励組合がその名称にあるごとく

組合形態をとったのには第ーに，対韓植民政策

という国家行動と連動する県政策を岡山がとる

ばあい組合形態の方が県政策を反映しやすく

(県政策の実現手段としての組合ということに

なる)，第二に非営利的な事業も含むことにな

るゆえ適合的で，第三に県会と県庁の支持があ

るととで組合員を募集しやすかったこと，など

の理由をあげうる。全面的ではないが非営利的

な植民政策の性格をもっゆえ組合形態の方が積

極的に選ばれたといえるのであるが，組合の目

的に即しつつ今少し具体的にみていとう。

2 組合の目的

組合の目的が書かれているのは「組合規約」

の第 2条(拙稿で引用しである)で，その条

文は前半と後半の二つの部分からなっている。

二つの目的を盛り込むためにそうなっている

が，そして拙稿で引用して指摘したことだが，

岡山県に先行して福岡県で設立されていた類似

の組合 cr農事奨励組合J)の目的をしるした規
約の条文にならった結果である。ならい方はど

うかというと，条文の前半部分は同じであり，

後半部分も酷似しているが，二つの箇所で書き

換えられている。

同じという前半部分は「本組合ハ韓国ニ移住

シ農業ニ従事スルモノヲ奨励指導シ又ハ監督

シJという条文である。対韓移住農業従事者の

保護措置といえようか。いま対韓移住農業従事

金なしでもやっていける組合の経済的自立期になる

はずと予定されていたことになる。

本稿は，補助金をあおいでいた前半期を中心に検

討する。

者と言いかえたわけだが， 乙れの実体には解釈

の余地がある。福岡県のばあいは拙稿で紹介し

たように「自営ノ方針Jとあるから，この対韓

移住農業従事者の実体は自作農と考えてよい。

これは岡山県にも基本的にはあてはまるが，岡

山のばあい自作農だけに限定してはいないよう

である。それは組合の目的を記した条文の後半

部分が次のようになっているからである。

第 2条の後半部分は「韓国中適当ノ箇所ニ

農場ヲ設ケ移住者農業経営ノ模範ヲ示スヲ以テ

目的トス」であるが，文中の「農場」と「移住

者農業経営」は，福岡県のばあいではそれぞれ

「試作地」と「農事改善Jとなっていたのが，

そのように書き換えられたものなのである。そ

の意図に込められた対韓農業植民のイメージは

いかなるものか。

おそらく，対韓移住農業従事者による農業経

営は，自作経営と地主経営が想定されていたの

ではないか(農場を営んでみせ自作経営と地主

経営の具体例を示さんとしたのではないか)0

つまり対韓植民運動として，建前は自作農主義

だが，現実的には地主経営でもかまわない。両

者の持ち場を分ければ，移住者数としては自作

農を基本としつつも，実質的な土地投資額とし

ては地主経営も促すということであろう。とり

わけ，国内では拡大が困難になりつつあった大

地主経営をさほど遠くない海外で比較的短時間

で起業させるという希望的観測が込められてい

たのではないか。そのことは，組合のメンバー

である組合員に岡山県の有力な地主がいて，そ

の階級的利害が反映されたものとも，あるいは

県政策として対韓地主的進出を是認したものと

も理解することができるのではないか。

3 組合員

なんといっても韓国農業奨励組合は組合員か

らなる組織であるから，その組合員について一

応みておく(組合員の人数は口数と関係してお

り，その口数は出資金と関係している)。組合

員は本籍岡山県かつ県内 3年以上居住者とさ
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れた。かかる意味での岡山県民に限ったからこ

そ県も補助金を交付しやすく，また組合形態が

そうした限定を可能にした。「岡山県韓国農業

奨励組合」と県名を形容詞のようにつけて称さ

れる事もあったくらいである。組合員の義務は

持分(一口 100円)に応じての出資で，当初の

口数は 120口，それが組合員に一口づっ持分と

されることで 120人の組合員を予定していたこ

とになる。 1908年 3月 3日の組合創立委員

会までに 117人は決まっていた(表 2で筆者

がつけた組合員仮番号No.l~No.1 17)。これをい

わば旧組合員B)とすれば，あとで加入してきた

者(表 2 のNo.1l8~No.1 60) は新組合員といえ

るQ

さてその後，当初の口数 (120口)を旧日と

し， 55iJの口数 180口で出資金増額を意図した。

この新口のうち 120日は旧日を持つ旧組合員の

権利とされ，残る 60口は新規加入者に一口づ

っ持たせるものとされた。旧組合員プラス新組

合員でおよそ 180人規模の組合員を予定してい

たことになろう。しかし順調にはいかなかった

らしく引，せいぜい 160人ではなかったか。そ

の後に組合員数が確認できたのは 3時点で，

まず 1909年 4月では 154人10) そして組合設

立以来 1913年 6月までに旧組合員 12人(表

8)もっとも，あと 3人が 1908年 3月から 4月にか

けて加入してきた可能性がありそうだが(出資第

1回払込みは組合設立後 1ヵ月以内とされていた

からに実際そうはならなかったであろう o 規約は

当初の組合員と，あとから加入してくる者を区別

し，後者について「組合会ノ承認ヲ得テ加入スルモ

ノハ加入当時ニ於ケル各組合員ノ出資払込額ト同一

額ヲ組合ニ提供スルノ外加入金ヲ差出スコトヲ要

スJcr組合規約J第26条第 2項)として旧組合員
には課していなかった加入金を義務づけていた。こ

の加入金の額が具体的に決められるのは， 1908年 12

月 2日の臨時組合員会で議決された「組合出資増

額ノ件」であり.そこにおいて「新加入者ニ対シテ

ハ加入金ヲ出資一口ニ付金参円トスJと，出資 1

口ごとに 3円の加入金額が定められたからであ

る。この時まで新加入者はなかったと判断せざるを

えない。

2で氏名の右肩にム印をつけた者)が減り 148

人11)となり，さらに 1914年 8月までに 11人

(表 2で氏名の右肩に企印をつけた者)が減

り137人ゆとなった。脱退者13)が続出していた

ようなのである。そもそも初年度のうちから， 3

人の組合員が持分を譲渡していたlヘそして次

年度も早々に 18人の組合員が持分を譲渡した

が，そのうち 5人は組合設立の発起者 (20人

いたから，発起者の1/4に当たる)であった。

9)新口 180口のうち 120口は組合員の権利とし， 60 

口は一般に募集し，申込期限は 12月25日とされた

が (W山陽新報~ 1908年12月 4日「韓国農事奨励

総会J)，この 180口に対して翌 1月 6日現在まだ

32口が応募のないまま残っていたという(同

紙， 1909年 1月 7日「韓国農事奨励理事会J)。

もっとも約 1週間後には「六十株は一般より募集

せしに多少の異動を生ぜしも己に満杯となり」と報

じられてはいる(同紙， 1909年 1月13日「韓国

農事組合資金申込J)。

10) w山陽新報~ 1909年 4月24日「韓国農業奨励組

合」。

11) 1913年 6月26日付，釜山地方法院朝鮮総督府裁

判所書記からの「訴状送達及期日呼出状」から，こ

の時点での組合員数が148人であること，またその

氏名が判明する。

12) 1914年 9月16日付，大郎液審法院民事第二部朝

鮮総督府裁判所書記からの「控訴状送達及期日呼出

状」から，この時点での組合員数が 137人であるこ

と，またその氏名が判明する。

13)脱退は組合への不満が表面化したものだが，はじめ

の12人の脱退はおそらく初期しかも早いころに起

こり，その主因は出資金にかかわるもの(旧日の第

2回払い込みゃ新日の引き受けを嫌ったこと)で

あったろう。あとの 11人の脱退は裁判(後述)に

かかわるもの(被控訴人となるのを嫌ったこと)で

あろうロいずれも組合員であり続けることの不利益

を感じ取ってのことであろうが，脱退しても既納の

出資払い込み金は組合が解散するまで払い戻されな

かった。「組合員ハ組合員会ノ承認ヲ経テ持分ノ売

買譲与又ハ脱退ヲ為スコトヲ得/脱退シタル組合員

ノ持分ハ組合解散迄払戻ササルモノトスJcr組合規
約」第27条)。この第27条の第 2項はどのような

事態を想定してのことなのであろうか。持口数すべ

てを譲渡しようとして対応する譲受人が出てくれば

自動的に組合員でなくなり組合から完全に脱退した

ことになる。問題なのは持口があるまま(譲渡した

いにもかかわらず譲受人が見出せないまま)脱退を

希望する組合員が出てくるばあいである。脱退した

いが脱退できないでいると，持口に応じた追加の払
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その結果，組合の役員とりわけ理事，しかもそ

の一部に持分の集中化が生じていた1九なお，

持分を複数，しかも多くの口数を持つメリット

はあまりない。利益分配の可能性はごく小さ

く16) 持分の多寡に応じて組合員の権利に大小

はない。 1口あれば事足りる。むしろ複数の

持分は出資金の負担を増す。せいぜい役員べ

い込みをしなれればならなくなる。それを避けるた

めに，持口のまま議決権を失い脱退することもあり

えるし，少なくとも払込済金については組合が解散

する際に組合財産から払い戻してもらうことを請求

できる。このような事態を想定したものなのではな

いか。とすれば，脱退者の持分はそのままでありな

がら持分主権を失うことになるにもかかわらず敢え

て組合員としての権利を放棄するのだから，組合へ

の不満は一部で相当なものになっていたこと，つま

り組合経営の状態に容易ならざる問題があったこと

がうかがわれる。本稿がこの組合の展開過程を考察

しているのもそのためである。

14) 1908年12月 2日の臨時組合員会で議決された「組

合員出資持口譲渡承認ノ件j によれば，組合員No.

1， 93， 94は 1口づつをそれぞれ同地域の市・郡

民に譲渡している。この時の譲受人はそれぞれぬ

118， 153， 154の組合員となっている。この時の持

口の譲渡で前者 3人は組合を脱退したととになろ

う。組合員が 3人いれかわったであろう。念のた

め以上を譲渡人(議渡する口数)→譲受人の形で示

すと， No.1 (1口)→No.118，NO.93 ( 1口)→No.153，

Nu94 (1口)→No.154，となる。

15) 1909年 4月30日の組合員会では 3つの決議事項

があった。①「明治四十二年度歳入出予算J，②「組

合規約変更ノ件J，③「組合員出資持口譲渡承認之

件」である。(明治42年 4月 日付，岡山市岡山

県庁内韓国農業奨励組合事務所宛て返信用菜香の

「委任状J) 乙のうち③が実際に議決された「組合

員出資持口譲渡承認ニ関スル件」によれば， 18人

(No21， 29， 35， 39， 41， 42， 44， 45， 69， 71， 

74， 75， 76， 77， 86， 88， 114， 154で，うちNo.29，

69， 74， 77， 114の 5人は組合設立発起者)が出

資持口あわせて 19口 (No.29を除いて全員が 1口

を譲渡。 NO.29の日下部虎治[上道郡の県議]は 2

口を譲渡し，なおかつ組合員であり続けるから，譲

渡前は少なくとも 3口は持っていた乙とになる。

組合設立後 1年ほどで，役員になっていないにも

かかわらず一部の組合員が通常より余計な口数を持

っていたことになる。おそらく，さばききれなかっ

た口数を持たざるをえなかった結果であろう)を

8人 (No24，43， 55， 90， 131， 138， 139， 150) 

に譲渡している。 8人の譲受人のうち 4人が組合

の理事で，藤原元太郎 (No.43，児島郡の県議で組合

とりわけ理事の勢力源になるくらいか。

いずれにしろ組合の吸引力が弱かったから

で，発起者の間ですら組合の魅力はすぐ薄れた

ようだが， ともかく旧組合員が存続し，予定通

りとはいかないにしても新組合員の加入があっ

たのは組合の対韓植民経営という対外事業の目

新しさ，その情報源としての利用，地方在住な

がら国家政策に繋がりうるという自負心の刺

の創立委員)が 5口，高戸郁三 (No55，浅口郡の

県議)と河本直一郎 (No90，真庭郡の県議)が 3

口づっ，水田富太郎 (No24，邑久郡の県議で創立委

員)が 1日の譲受である。この結果たとえば理事

長の藤原は少なくとも持分 7口になっていたであ

ろう。そして①から，この時の組合員会は年度初め

の定例のものだったことになるが.②が実際に議決

された「組合規約変更ニ関スル件」によれば，組合

員会を成立しやすくし(組合員 1/2以上出席とい

う成立要件を1/3以上にした)，また持分の譲渡

や組合員の脱退を承認する権限を組合員会から理事

会に変更している。理事会の権限を強め組織を機能

的にしたわけだが，第 2年度初めに規約の変更は

早すぎるというものであり，むしろ設立後おおよそ

1年の問に何らかの予期せぬ事態が生じつつあっ

たことが直接の原因であろう。その事態とはおそら

く，組合員の芳しくない動向(持分の譲渡希望や組

合脱退の希望)と出資金払い込みの停滞ではあるま

いかロいずれにしても，この時以降の持分の譲渡・

譲受関係が残存資料上不明なのは，その権限をもつ

ことになった理事会の資料が見出せないからであ

る。

16) r組合ノ事業及財産ヨリ生スル利益ハ当分ノ内分配
ヲ為サス漸次増殖ヲ謀ルモノトスJ(1組合規約j第

15条)とあるから，組合に加入する動機が投資目

的とはなりえない。

17)組合には役員として理事(組合を代表し組合の事務

を総理する者で組合員の互選，定員 7名，うち理

事の互選で l名を理事長。理事会の意見を聞きつ

つ理事長は組合員のなかから顧問を推選し，また職

員を任免する)・顧問(組合の事業を補佐する者で

若干名)，職員として幹事(理事の指揮をうけ組合

の事務に従事する者で 3名，うち 1名斡国駐在)

・技師(理事・幹事の指揮をうけ技術業務に従事す

る者で 1名，韓国駐在)・香記(理事・幹事・技師

の指揮をうけ組合事務に従事する者で 1名，韓国

駐在)がおかれることになっていた(1組合規約」

第 7~10 条)。こうした役員・職員の業務権限関係

は次のようになる。

「一顧問

理事長一理事T県事務所一幹事

L斡国事務所(出張所)一幹事ー技師一書記
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激，県政策へ結集するという愛郷心の発揚，そ

して自ら対韓植民者(地主的進出も含む)にな

らんとの期待，などからであろう。

4 出資金

出資 1口の金額が 100円とされた出資金は

120口， 1908年の 60円に始まったあと毎年 10

円づつで 1912年に払い込み完了する，これが

組合設立当初の予定であった。しかし， 1908 

年 4月上旬に「組合の増資云々に就ては或一

部にて唱道さるるも尚纏りたる意見とでなく単

に発展策として増資を必要とすと云ふにある」

と早くも新日のことが話題にのぼるようにな

りlB) その後 9月 1日の理事会は「増資問題

を協議し之を決定したるも其程度に至りては俄

に確定するを得ず町と組合出資の増額は決定

したものの新口の口数は未定とされていた。そ

して 12月 2日の臨時組合員会で「組合出資増

額ノ件」が議決され「本組合出資ヲ増額センカ

為メ新ニ百八十日募集セントス」と定められ

た叫。このように新口として 180口ふやされ，

しかも乙の新口の初回の払込金が旧日のそれよ

り10円増しの 70円となることで組合規約」

の変更21)までなされることになった。とはい

え，旧口も新口も 2回目からの払込金は原則

的に毎年 10円づっというのが出資金の基本方

針だ、ったであろう。

18) ~山陽新報~1908 年 4 月 15 日「韓国農事奨励組合」

19) ~山陽新報~ 1908年 9月 2日「韓国農事奨励理事

会」

20) 1908年12月 5日，韓国農業奨励組合理事長から

の通知「組合出資増額二関シ新ロ申込ノ件」。

21) 1908年12月 2日の臨時組合員会で「組合出資増
額ノ件」を議決した際増額募口第一回払込金額

ハ金七拾円トス」と定めたため，連動して当日の組

合員会で次のような規約の変更決議がなされた。規

約第12条「出資第一回払込金額ハ一口ニ付金六拾

円トシ設立後一ヶ月以内ニ払込ムモノトスJの削除

であり，新口の第 1回払込金額が70円となったこ

とに対応させるためである。また，第 13条「第一

回払込後ハ壱ケ年金拾円宛ヲ理事期限ヲ定メ之ヲ払

旧日 120口に新口 180口を加えて出資総口数

を300口にしたので，払い込みが完全に済めば

出資金総額は 3万円になる。県からは 1908年

から毎年 6千円を 1912年まで交付されるから

補助金総額は 3万円になる。つまり両者を同

額にしようと意図したものであろう(そのばあ

いは補助率 50%といえようか)。そのため， 1908

年に旧日 1口につき第 1回払込金60円， 1909 

年に旧口 l口につき第 2回払込金 10円と新

口 1口につき第 l回払込金 70円， 1910年に

旧日 1口につき第 3回払込金 10円と新口 1

口につき第 2回払込金 10円， 1911年に旧口

l口につき第 4回払込金 10円と新口 1口に

つき第 3回払込金 10円， 1912年に旧口 1口

につき第 5回払込金 10円と新口 1口につき

第 4回払込金 10円，の予定を出来れば実行し

たいというのが理事側の立場であったろう。そ

うなれば，組合存立期間 10ヵ年の前半 5ヵ年

で出資払い込みが完了する仕組みになり，補助

金交付完了と平灰が合うからである。

しかし，初年度の 1908年度に出資払込未済

金 1，215円四)が生じているように，出資金は順

調に払い込まれなかった。組合の収支予算書・

決算書が完備していないので筆者の試算を伴わ

ざるをえないが，出資金の収入額がその予算額

と決算額とで余りに食い違うこと，次のようで

ある。(表 3，参照)①1908年度~⑤1912年

度の 5ヵ年度，出資払込金収入予算額は①

込マシム」は出資払込ハ業務経営ノ必要ニ応シ

理事金額並ニ期限ヲ定メ之ヲ払込マシム」と変更さ

れているロ新日の第 1回払込金70円に合わせて旧

日の出資金を初年度で小計70円とし，したがって

旧口の第 2回払込金10円を初年度のうちに課する
ためである。事実， 1909年 1月10日付の組合理
事長から組合員宛て「通知J(1出資払込ニ関スル

件J) により， I日日第 2回払込金10円と新口第 1
回払込金70円を 2月 5日までに払い込むよう通

知されている。当初の固定的な払い込み計画が柔軟

になったともいえるが，第 2回払込金以降に毎年

づっ払い込ませる確信が理事側に揺らいできたため

とも解しうる。
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7， 200円 (21，000円)23)→②4，215円→③3，600

円→④2，970円→⑤O円であるが，間決算額は

①19， 785円24)→②415円→③310円→④O円→

⑤ O 円(決算額累計 20，510円25) 乙れは出資

金予定総額 3万円の 68%にすぎない)であっ

たろう。その聞に，出資金の総口数も①300口

→④297口→⑤293口(この 293口は 1914年ま

で確認できる)と減少している2九どうやら出

資金は 293口まで 1 口につき， 70円までしか

払い込まれなかったようなのである。そうだと

すれば，組合員が出資金の払い込みに応じられ

ないような，また理事側も出資金を払い込まな

い組合員の除名を蹄踏せざるをえないような事

態が生じつつあったととになろう。

22) f明治四十二年度韓国農業奨励組合収支予算書Jの

「出資払込金」という科目(当年度予算額4，215円)

の「附記」欄に出資第三回払込金一口金拾円三

百口J([日口の 120口については第 3回だが，新口

の180口については第 2回のはずであるにもかか

わらず，上記のように略したものであろう)3，000 

円の左績に「出資払込未済金過年度収入」として並

記されているもので，これ以上の説明は一切ないか

ら， との 1，215円の内訳は推計してみるよりほかに

ない。手掛かりは 5円という端数がでていること

で，乙れは加入金 (3円)や保証金 (5円)で解

するしかないが，加入金の方は「雑収入Jという科

目に属するものとされているので，保証金の方にな

る。かつてのいわゆる数Iのレベルで試算すると， 65

円(新日の保証金 5円しか払い込んでいないため

第 1回払込金 70円のうちの未払込金)X 9口(新
口で応募されたもの)+70円(まだ応募されていな

い新日の第 1回払込金)X9口=1，215円，ではな

いだろうかロ

23)当初(組合設立時)の出資払込金収入予算額は 7，200

円であり，表 3でもそうしである。あとで同じ初

年度内に新日が募集される運びとなったことで，こ

の1908年度中に(具体的には 1909年 2月までに)

21，000円(当初予算額に補正予算額が加わったよ

うなもの)の出資払い込みが期待されていたことは

明白である。ただし，旧口 120口すべてが第 1回

払込金 (60円)と第 2回払込金(10円)を完納し，

また新日 180口すべてに応募があってその第 1回

払込金 (70円)が完納されて実現可能な金額であ

る。

E 事業内容

1 設立当初の事業計画(事業の立案)

県庁内には岡山(県)事務所だが，朝鮮半島

のどこかに韓国事務所が設けられることになっ

ていた。したがって朝鮮で農業経営に着手しよ

うとする組合の当初の構想mをみておく(表 3

24) 21，000円一未済金 1，215円=19，785円が 1908年度

の出資金払込額になる。その内訳は全く明瞭でな

い。強いて推測すれば，例えば次のようになる。旧

日120口と新口 162口の合わせて 282口が70円を

払い込んで司 19，740円， 9口は保証金 5円の払

い込みに止まって計45円，合計 19，785円。このば

あい 291口になり，新口は 171日しか応募されず， 9 

口が残ったことになるロそれゆえ，保証金が払い込

まれただけで 65円が未払い込みのままの 9口 (65

円X9口=585円)，まだ応募されずに残っている

9口(70円X9口=630円)，合計 1，215円になる。

乙れを導くまで筆者は数Iを試みてきたが，資料が

完備していない現状ではこれが筆者にとって今のと

ころ整合的な仮定である。

25) 1913年度組合収支決算績に配当金 1，465円がある

(表 3，参照)。出資払込金 140円の実質的な組合

員であった西服部家(f永襲財産記録集』第 2号[1

-a-6Jによれば，西服部家は 1914年度末の時点

で「営業部」として朝鮮農業奨励組合に 140円を出

資しているが，これは 2口についてそれまでに払

い込んだ金額である)は， 10円の配当金を受領し

ているから (f営業・通常・永製三部記録集~ [1-

a-1Jによれば， 1914年 6月21日に服部和一郎

口座に石井卯次郎の指示どおり持分 1口につき配

当金 5円が振り込まれているロこれは前者が組合

の実質的な加入者で，後者が形式的な加入者であっ

たことを示す。そして『日誌~ [1-bー o-184J 
によれば，配当金 10円が払い込まれたとあ

る)， 1，465円X (140円-;-10円)=20，510円とな

り，これが出資払込金決算額累計であることは間違

いないところである。また，西服部家は持分 2口

であったから， (1，465円-;-10円) X 2口=293口

となり，これが当時の組合の応募済みの口数であっ

た。また， 1914年度の配当金 1，025円からも同様

な結論が導きだせるから，この 20，510円と 293口

が組合の出資払込金累計額と応募済み持口であった

とみなしてよいであろう。

26) この減少の理解には難がある。理事側は予定の総口

数300口を実現困難と知り始めることになり少しづ

っ減らしていき(はじめから募集しない口数が増え

ていくということであろう)，最終的に応募された

のは 293日だったと解しておきたい。
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表 3 組合の収支予算・決算 (1908~1l年度， 1913~15 年度) (単位:円)

年 度
1908 1909 1910 1911 1913 1914 1915 
(M41) (M42) (M43) (M44) (T2) (T3) (T4) 

科 目 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 予算 決算 予算 決算 予算

出資払込金 7，200 19，785 4.215 415 3，600 310 2，970 

補助金 6，000 6，000 6，000 6，000 6，000 6，000 6，000 

!収 j良場収入 2，030 3，768 2.283 1，416 2，205 1，791 2，965 2，409 1，501 2.463 

内訳①j良場収入 ... 401 901 1，409 2，533 1，827 1，135 

②小作料 3，367 393 

@貸家料 514 402 432 432 366 

@果樹園小作料 150 

入 雑収入 250 ... 300 34 100 782 1，487 763 788 763 

級越金 12，000 2，712 2.712 5，656 2，468 2，468 2，847 2，847 1. 083 

合計 15，230 26， 233 14，895 10，473 16， 932 5，042 6，921 6，019 5，137 4，310 

土地J@入費 4，290 5，843 16.430 7，654 6，997 4，977 

土地整理費 12日 40 44 4，463 20 393 20 13 20 

家屋建築設 2，025 1，570 110 81 

事務所'E./ 5，518 4，771 4，578 3.673 4，630 856 889 736 1，038 811 

内訳①俸給 2，580 1，200 1，560 1，116 1.440 120 120 120 120 120 

②Z者自1I給 438 524 399 369 355 10 17 10 

③旅費 1，008 1. 122 977 939 1，170 119 2日日 119 365 119 

@)1'1:与 455 630 . 630 582 630 470 350 350 350 350 
支 ⑤備品消耗品 636 464 . 233 218 205 25 13 25 7 25 

⑥印刷通信運搬政 350 625 520 103 460 27 44 27 58 27 

⑦修繕'E./・雑'E./ 50 205 258 343 370 95 73 85 87 160 

会議'E./ 80 234 220 155 210 103 69 103 72 103 

農場'E./ 1，864 1. 060 752 606 594 320 562 502 315 239 

内訳①諸傭給 1，324 655 489 357 365 320 562 502 315 

②1品具按 281 57 . 25 13 35 
③果樹園型t 108 . 49 54 25 

出 ④租苗'E./ 119 150 ‘・ 90 89 65 

⑤肥料費 140 90 64 55 64 

家畜費 339 40 .. 

造林'E./ 540 .. 

移住奨励政 500 ... 600 1，100 110 1，100 100 

租税 73 316 146 272 336 

借地料 500 10 10 242 267 

訴訟費 177 300 1，015 200 

合計(その他共) 15， 230 26， 233 14，895 4，816 16，932 2.050 2，608 2，382 3，028 2，200 

剰余金 2，991 3，636 2，110 

翌年度繰越金 12，000 2，712 5，656 2，847 1，083 

配当金 1，465 1，025 

出典明治四十ー年度韓国政業奨励組合経費収支予算書J，r明治四十二年度韓国政業奨励組合収支予算;!lJ，r明治四十三年度韓国政業奨励組合収支決算i'lJ，r明治四十
四年度韓国l1ll業奨励組合収支予p:;t)J，r大正二年度朝鮮股業奨励組合収支決)，):i'lJ，r大正三年度朝鮮政業奨励組合収支予算;t}J，r大正三年度朝鮮山菜奨励組合収支
決算書J，r大正四年度朝鮮版業奨励組合収支予)'):;t)Jより作成。

的考 :(1)上記の出典からわかるように組合の存続期間(明治41年度~大正6年度)の各年度の収支予算書と収支決算書がすべてはそろっていない固年度別では大正3年度
だけがそろっており，他の年度はどちらかがあればよい方で，明治45年度・大正5年度・大正6年度の3カ年度はどちらもない。そのため，科目(そして内訳の
小科目)ごとの予算額と決算額の対比とその年次的に推移する額の変化は卜分には知り縫い。
(2)…は不明， はゼロ，空欄は予Ji:j1iや決算書に当該科目(内訳の小科目も同様)がないもの。
(3)農場収入の内訳①出場収入の明治43年度からの数値は小作料を含むものと考えられる。なお，明治44年度の出場収入の内訳②小作料は金納小作料とされている。
(4)借地料という科目の大正 2年度からの数値は借地料ではなく，密防水利組合j~であるロ 1912年頃に密防水利組合に加入したのであろう。
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表 4 土地購入賞の内訳(1908年度当初予算)

日'，)入予定価格

4，200円

90円

表 5 韓国農地価格の情報 (1906年)

地目 等級
1斗落(水田)[平均 4畝〕

反当り地価
1日耕(畑)[平均 2反〕

円鈎 円蝕

上 15.00 37.50 

水田 中 8.00 20.00 

下 4.00 10.00 

上 40.00 20.00 

畑 中 28.00 14.00 

下 20.00 10.00 

出典山陽新報J1905年1月11日「韓国最近の地価」より作成ー
i曲考 :(1)なお此相羽は京畿忠清両道及び江原道の一部に於ける概算に
して全紐1m尚両道は服く貨海平安荷造は一回低価なりと云ふJと
の説明がなされている.
(2)当時の韓国では耕地の単位がj也自によって異なっていたa 日本の
水田にあたるもの(韓国では「沓」という)は「斗落」という単
位であり，日本の畑にあたるもの(純国では「田」という)は「日
朝fJという単位でありe いずれも絶対面積を表わすものでなく，
斗落のばあいは土地生産性によって.日耕のぱあいは労働生産性
によって逃ってくる相対的なものであった.これらを日本の面積
単位に換算しようとすれば，一般的には平均値をとらざるをえな

のなかの 1908年度予算を参照のこと)。

初年度予算書には農場収入 2，030円とあり，

それは「農場七町歩」から反当 29円の収入が

あるだろうとの目論みによる。そのために，ま

ず土地購入費として予算計上された 4，290円の

使途予定によれば(表 4，参照)，反当り地価

60円(そのころ岡山に伝わって来ていた韓国

農地価格の情報である表 5と対照させれば，

それが 2年前のものであることを勘案しで

も，比較的高地価の優等地を想定していたこと

になろう)の農場 7町歩と反当り 30円の敷地

3反歩 (900坪)である叱

土地購入費と並ぶ不動産取得費用である家屋

建築費 2，025円の内訳(表 6，参照)によれ

27)組合の当初の構想というばあい， 1908年 3月 11

日の組合創立総会で決議された「明治四十一年度韓

国農業奨励組合経費収支予算書」に盛られたものを

指し，その後の構想 (1908年 12月 2 日の臨時組

合員会を必要とした新口の募集と出資金払い込み増

額が可能にする予算の膨張にもとづく構想の変更)

と区別する。

28)購入地は転売するのでなく，所有地として保持する

ものとされ，反当り 1円の租税負担を計上している。

表 6 家屋建築資の内訳(1908年度当初予算)

家屋の種類 lJl坪
坪単価 建築費

(その他、含) (nI) 

阿餓皿 円剣皿

事務所 18坪(59.4) 50.000 900.000 

政夫舎
) 45坪山) 24.555 1， 104. 975 

畜舎

卦戸 lケ所 20.000 20.000 

合計 63坪(207.9) 約2.025.000

出典表 4と同じ出典より作成.

表 7 組合の役員・総員の俸給と恵与(貸与) (円)

配属先
在日目闘員名 賃金形態 小計

恵与 計
(投・時員削 (人数)年俸月俸 (年賃金)

県事務所

理事(役) (1) 60 60 20 80 

顧問(役) (2) 200 200 

幹事(職) (2) 5 120 120 

2務所p: 斡国
幹事(l限) (1) 80 960 801 1，040 

技師(l政) (1) 70 840 70 910 

3記(職) (1) 50 600 50 650 

i口h 計 2，580 420 3，000 

出典去 4と同じ出典より作成.
伽考'県事務所配偶の 2名の幹事は県庁役人の11，*であろう.

表 8 組合の雇人の諸傭給と恵与(貸与) (円)

配F先I 
賃金形態

小計
庖人 (人数) 日給 (年賃金)

恵与 百十

挺ベ8ft)

司務所E 韓国 l込夫長 (1) 0.70 255. 50 5 260. 50 

小使 (1) 0.50 182. 50 5 187.50 

f夫会良 I~夫 (5) 0.60 1，095.00 2511， 120. 00 

臨時l良夫 [459) 0.50 229.50 -1 229.50 
J口，. 計 1，762.50 3511，797. 50 

出典:表 4と同じ出典より作成。

ば，建坪 59.4rri' (18坪)の比較的簡素な「事務

所J(韓国出張所叩)を中心にして(1ヶ所し

かない井戸は事務所の隣に掘ることになろう)

近くに，合わせても建坪 148.5 rri' (45坪)程度

の農夫舎・畜舎ができるはずであった。これら

の建築予定の家屋に配属される職員(表 7，

参照)，そして配置される人(農業関係従事者。

表札参照)と家畜をみると事務所」には

本国(岡山県)から派遣(表 9，参照)され

29) r組合規約」では韓国に設置する出張所を「韓国事
務所」とも称していたが， 1908年 12月 2 日の臨

時組合員会での部分的な規約変更決議で「韓国出張

所Jに改めることになる。岡山市に(具体的には岡

山県庁内に)設置した組合の「県事務所」と紛らわ

しくなるからであろう。
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表 9 旅費の内訳(1908年度当初予算)

f生 汽l¥I賃 汽船t'i 日当 宿泊料 食卓料
計 韓国行

職日 距離 単価 金額 距離 単価 金額 下関・釜山 単価金額 単価i 金額 単価金額 (円) 回数

(哩円円) (浬円円) 問往復 日数 (円) (円) 宿泊数 (円(f'l) 日数 (円) (円)

理事 4. 112 0.05 205. 60 960 日.05 48.00 4往位 40 1. 00 40.00 36 1. 50 54.00 24 1.50 36 日日 383.60 日泊10日X4回

幹事 4.626 O. 05 231. 30 1. 080 O. 05 54. 00 4往復半 62 1. 00 62.00 57 1. 50 85.50 12 1.50 18.00 450.80 
14泊15日X4回
l泊2日X1回

技師 1. 542 O. 05 77. 10 360 O. 05 18. 00 1往位半 22 1. 00 22.00 20 1. 50 30.00 147.10 
19泊加日X1回
1泊2日X1回

性記 514 0.04 20.56 120 O. 04 4. 80 片道 2 0.50 1. 00 l 1. 00 1. 00 27.36 l泊2日X1回

合計

金額 0.008.86) 

(円)

出典表 4と同じ出典より作成。

的考(!Ifll!I:i'.(の距離単位「哩」はマイルで約1.6キロメートル，汽船tiの距離単位「担1Jは潟里で1.852キロメートル.
(2)汽l¥I貨と汽船貨の単価にi皇いがあるが. 5銭は l等の. 4銭は 2等の料金であろう。
(3)韓国行回数のうち，理事と幹事のそれはあくまで平均化した旅行日数である。

た幹事・技師・書記各 1名制および農夫長・

小使各 1名3明t勤務し，農夫舎には年雇の農

夫が住み， 1頭当り 60円で購入できるはずの

耕牛 2頭を使役し32) また様々な農具(表 10，

参照)や労働対象回)を用いながら，農業労働に

従事する手筈であった。基本的には日本式農法

(より具体的には岡山地方のそれであろう)を

導入しようとしていたようである。しかも，土

30)斡国に派遣される役・職員の旅行日程のおおよその

ことだが，役員の理事 l名が平均 9泊 10日で 4

回，職員の幹事が平均 14泊 15日で 4回，技師は

19泊20日で l回，そして幹事の 5回目と技師の

2回目と書記の l回目(それぞれ 1泊 2日)は

新設されるはずの韓国事務所に駐在して勤務につく

ための初年度最後の韓国行，という旅行計画が立て

られていたのであろう。なお，その俸給額からして

韓国駐在幹事が現地のリーダーとなる予定だったと

いえよう o

31)良夫長と小使は職員とはされていず，渡航費の手当

もなく，賃金形態も日給であることから，少なくと

も当面は現地(韓国)採用者が予定されていたので

あろう。良夫長は良夫舎に住まわせる農夫 5人(朝

鮮人年雇になるのだろう)の管理者で小使と共に韓

国事務所につめるから二人とも朝鮮人を予定してい

た可能性の方が大きいだろう。韓国事務所の「備品

質」のなかに「夜具二組参拾円」とある。さしあたり

良夫長と小使に使用させる寝具だったのであろう o

32)耕牛 1頭当り 60円で 2頭の家畜購入資 120円，

そして 1頭当り 1日平均飼義政30銭で年間飼養

'l'1. 219円を計上している。

地は購入地だけでなく，韓国固有未墾地 1，000 

町歩(年間借地料， 1町歩当り 50銭で 500円

になる)の利用も予定していた刊。

以上をまとめ，また筆者の推論を加味すれ

ば，次のようになろうか。最上級の耕地を，そ

れも道具段階の農場経営で出来るくらい過大で

ない面積を購入するつもりでいた。 5人の年

雇農夫を農夫舎に住まわせ，用意した農具・家

畜を使わせて農業労働に従事させ，また朝鮮人

農夫を臨時に雇いながら，稲・麦・雑穀・煙草

33)種苗費の内訳は米・麦の種子49円，雑穀・工芸作

物の種子および苗木代70円であり，これらは本国

から韓国に運び込まれることになっていたようであ

る。なぜなら米麦種子其他種苗印刷書運搬費」

として 100円が計上されているからであるロまた，

肥料授は反当り 2円分を「反別七町歩」に施肥する

として計上されていた。「農場七町歩Jといわれて

いるが，すべて耕地とみなされていたわけであるロ

34)韓国に対する「未開地Jイメージが 1904年までに

形成され既墾地」イメージと対蹴的なこの対韓

イメージが韓国の現実を反映したものではなくて日

本人側の諸願望を投影したものにすぎないことは山

口宗雄氏が明らかにされたところであるが(山口宗

雄「荒蕪地開拓問題をめぐる対韓イメージの形成，

流布過程についてJW史学雑誌』第87編第 10号， 1978 

年)，日露戦後しばらくたっても，韓国には広大な

未墾地が存在するとの誤れる通念が日本に流布して

おり，韓国段業奨励組合も固有未墾地に多大な期待

をかけてはいるものの，現実には裏切られる。
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表 10 農具購入賞の内訳(1908年度当初予算) (円) まず釜山に上陸し，釜山理事庁理事官制が岡山

山 I.k_ 県出身40)なので意見をきいたうえで北上するこ

(合目|金額)I (281. 00) 

出典:表 4と同じ出典による.
倣考 :*8荷である。

など各種の作物を栽培させるつもりで，中農経

営規模の直営農場が構想されていたといえよ

う。農業労働の管理は農夫長がするにしても，

労働対象技術は日本人技師の指導であろう。年

雇農夫 5人に農夫長と臨時雇いを加えても年

間農業労働力は約 7.3人にすぎず，畜力も耕牛

2頭だから，自作小農経営の 2倍くらいの中

農経営規模であり， 7町歩すべてを自耕する

つもりであったとは考えにくい。

このような韓国での農業経営構想はそのまま

では実現をみない。そもそも立案された事業計

画がそのまま実行に移されたかどうかはっきり

しないところがある。実際には，現実とのすり

合わせを経るなかで見直されつつ変更をこうむ

りながら徐々に着手されていく。

2 韓国事務所の位置の選定

韓国における農業経営であるからにはまず拠

点が必要となる。韓国のどとに事務所と農場用

地を確保するかがまず問題となった。 1908(明

治41)年 3月 11日，創立総会終了後に引き

続き理事会叩カt関かれ顧問 2名却を組合員か

ら選出し，さらに「農業地買収調査」のための

「韓国出張員」として理事 1名と顧問 1名を

派遣することに決めた。あとで県属 1名が加

わり 37) あわせて 3名が 3月17日叫に出発，

35) W山陽新報~ 1908年 3月13日「韓国農事組合創立

総会J

36)岡山県農会技師で組合に加入した柚木梶雄と岸歌治

が顧問に選定された。なお山陽新報~ 1908年 5

月 13日は， 1899年から岡山県政会技師だった柚木

の辞職(段会技師をやめる)を報じている。

とにした。その後の日程は次のようである。

3月22日 釜山を発ち大郎へ。途中，密

陽駅で下車し，岡山県人の松下・小山が経

営する農場を視察。その後，大郎では岡山

県人吉田寿一郎，埼玉県人渋沢修一の農業

経営方法を調査し，さらにそこの地方状況

を調査する。

3月23日 大郎を発ち水原へ。途中，近

々群山に通ずる鉄道線路の基点になるとい

う噂のある大田駅に下車。水原駅には勧業

模範場の野木技手が出迎えにくる。

3月24日 水原に滞在し，勧業模範場・

農林学校・林業事務所を視察

3月25日 水原を発ち京城へ

3月26日 韓国統監府を訪問41)

その後，平壌・仁川などをまわり拙， 4月

5日ごろ帰国したが「調査の結果愈々慶尚南

道密陽付近に約十二町五反歩の畑地を買収し此

37) W山陽新報~ 1908年 3月 15日 Illli事組合の斡地調

査」。理事の小幡金平，顧問の岸歌治，岡山県属の

南多平である。

38) このとき「韓国出張員」になった南多平は出発を

3月18日としている。(南多平「岡山県韓国農業

奨励組合設立の経過及其事業JW韓国中央段会報』

第 3巻第 7号， 1909年 7月。以下，南多平稿(ー)

と略記)

39)亀山理平太である。

40)慶尚道にはすでに岡山県人がかなり進出していたら

しく，例えば大郎府には日本入居留民400戸2，000

人のうち岡山県人が最大の400人を占め東門外

より北門内外に於ける居留民は農事経営に貿易商に

雑貨!苫に理髪屋に至るまで皆本県人なりJとある。

(W山陽新報~ 1906年 3月20日，大郎府通信「居

留民と岡山県人J)

41) W山陽新報~1908 年 3 月 31 日「韓国出張調査員報告」

42)南多平稿(ー)20頁。このなかで，馬山や三浪津

でも実地につき調査し，京城では農商工部で当局者

の意見を聴取したという意味のことが香かれてい

る。そして組合の韓国事務所の適地を密陽とした理
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の前に組合の韓国事務所(仮事務所)が設置さ

れ，それ用の正式な家屋および「移住民仮泊所」

も建築される運びとなり 4ぺ前者に後者が併設

される格好で，これらは 1908年 10月上旬に竣

工し(写真 2，参看)， 10月 12日の開所式を

迎えた相。

究研学済

に農事を経営するに確定したるを以て来る十日

頃理事会を本県庁に召集し之れが協議を為す筈

なり」と報じられている4仙3沿}

実際には 4月 l日3日に開催された理事会は慶

尚南道密陽付近の 12町 5反歩の買収方針を決

定した叫。かくして韓国駐在職員が任命され， 5 

月 8日，京釜線密陽停車場(写真 1，参看)

経40 (40) 

密陽停車場写真 1
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釜
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地
た
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吋ー吋町一一

『斡国移住農業の奨励~(1910年)出典:韓国農業奨励組合編

たようだ。なぜなら，在韓幹事の岸本が事業報告お

よび 1909年度予算編成などの協議のために韓国か

ら7月22日に岡山に帰ってきたと報じられている

からである(~山陽新報~ 1908年 7月23日「韓国

農事奨励組合J)。

46) 1908年 9月初めには「来月は韓国農場の事務所建

築等も竣成する」と報じられ(1908年 9月 2日

「韓国l災事奨励理事会J)，翌日月初めには「岡山

県斡国農事奨励組合にては愈々在韓同事務所竣成し

たるを以て近々之れが関所式を挙行するJので韓国

事務所関所式に臨席するため藤原(理事長) ・水田

(理事) ・高見(岡山県属で組合の在岡幹事)の

3名が 10月 4日に急行列車で出発すると報じら

れている (1908年 10月 4日「韓国政事奨励会開

所式J)。南技師が書いている 5月 B日は韓国事務

所の本格的な建物がないままの取り敢えずの「仮事

務所」の開業日であり，正式な関所式は韓国事務所

が新築落成してからの 10月12日に挙行された。

(~山陽新報~ 1908年 10月25日「韓国段場視察報

告J)

由について交通の使否，気候，土質の良否人口

の多寡，教育機関及飲料水の如何等j品業経営の要素

に於て比較的完全なる資格を有し日斡人間の関係も

亦円滑を保ちつつある鹿南密陽付近は以て当組合事

務所の位置として好適せるを認めたるを以て遂に本

組合の事務所は之を密陽に設置するに決し」とある。

43) ~山陽新報~1908 年 4 月 7 日「斡国政事経営協議」

44) ~山陽新報~ 1908年 4月14日「韓国l員事奨励会J0 

なお，当日の理事会には理事 4名(小幡・藤原・

高戸・河本)，顧問 2名(岸・柏木)，岡山県属 2

名(南・高見)が臨席したという。

45)南多平稿(ー)20頁。このとき任命された韓国駐

在職員の一員が岡山県属の南多平で，彼は組合の技

師 (1908年度予算書には「技術員」とある)とな

って渡斡し韓国事務所で勤務につくことになる。職

員の舎宅を兼ねる「事務所Jと，移住民が家屋を建

築しおえるまで仮泊させておく「移住民仮泊所」と

で総工費 2，000余円であった(1908年度予算書の

「家屋建築資」と合致する)。なお，韓国駐在職員

には南技師の他に，組合幹事の岸本俊ーが任命され
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[1]土地購入の計画と結果

前述の理事会(1908年 4月 13日)では.1908 

年度予算書の 7町歩規模が拡大され，購入す

べき土地の地目についても畑地と宅地と水田の

3種にすることを決め，地価も反当り 25円~

40円に引き下げており 4ぺ比較的近い異国とは

いえ海外の韓国で土地を取得しようとした際の

容易ならざる事態に急きょ対応せんとしたので

ある。

密陽付近ですぐにも 12町 5反歩買収できそ

うと判断したのだ、ったが，そのままでは実現し

なくなることは約 1ヵ月後の次の記事のごと

くである。

1908年 5月ではすでに買収の好機を逸して

おり，ようやく 4町歩だけ購入した。この土

地取引に直接たずさわったらしい南技師は「事

務打合の為めJ5月24日に岡山へもどり，翌

25日に県庁内の応援所で理事 3名(藤原・高

戸・小幡)と協議している叫。乙の 5月25日

の打ち合わせで協議された「今後の方針」は次

のようなものだ、った。

出典:前掲『韓国移住農業の奨励』

土地集積3 

「密陽付近にて現在の農場以外に好畑地の廉

価なるものあるより同組合にては融通の付く

限り之を買上げて経営するに決し南技師は本

月末帰韓の筈J50) 

確保したばかりの農場用地に加えて，密陽付

近には廉価な良い畑地があるので，資金のつづ

くかぎり土地買収を推進し経営の拡大を目指

す，というのである。

さて. 5月末ごろには南技師は韓国にもど

「韓国農事奨励組合の韓国事務所は今回密陽

停車場前に設置したり最初同地にて購入の予

定なりし模範農場周土地約十町歩は時機を遅

れたる為め僅かに四町歩を買入れ得たるのみ

なれば其他は付近に於て購入する筈なり」叫 49) ~山陽新報~ 1908年 5月26日「韓国農業奨励打

合」。新聞は理事の一人を小橋と書いているが，小

l憾のことであろう。

50) ~山陽新報~ 1908年 5月27日「韓国農業組合土地

買入J
「韓国農事奨励組合J

「韓国農事組合J

47) W山陽新報~ 1908年 4月15日

48) ~山陽新報~ 1908年 5月13日
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表 11 土地購入計画と実績(1908~12 年度)

年度
計画 結果

予 算固な1&:当り地価腕買価格面積 E当り地価

1908 
円 町 E 阿蝕 円 町巨 阿鈍

4，290 7.3 58.77 5，843 19.4 30.12 
1909 16，430水田28.~ 15.21 

畑 80.0 7，654畑76.7 9.98 
1910 6，997 
1911 4，977 16.5 30. 16 
1912 

出典:r明治四十二年度韓国雌業奨励組合収支予算書J，r明治四十三
年度韓国雌業奨励組合収支決算性Jより作成固

ってしまい，そのあと岡山に帰ってきた (7

月22日)のは岸本幹事である。 7月26日の

組合役員会(藤原理事長，岸・柏木顧問出席)

では，この在韓幹事がそれまでの経過を報告

し，ついで今後の方針を協議したという。この

経過報告によるのであろう，その時までに組合

が購入していた田畑は 13町歩余と報じられて

いる51)当時すでに事業規模(特に不動産投資)

の拡大による資本不足が見込まれ，資本増強の

ための新口募集が具体的検討課題になりつつあ

ったわけである。その後も土地集積は漸増して

初年度末までに 19町 4反歩になる(表11，

参照)。その購買価格5，843円(反当り平均買

収価格約30円で，途中で修正した地価に相当。

当初予算額の1.36倍，出資払込金の 81.2%) 

の費消で残り少なくなった土地購入資金が問題

となる。これの解決を主目的として初年度のう

ちに出資増額となり，この増資分が次のごとく

新規土地投資に充当された一一「今回の増資に

係る出資金を以て慶尚南道院洞駅前反別八十町

歩を購入契約をなしたる 52)J。これは 3月のこ

とであるが，会計上は新年度扱いとなり， 1909 

年度予算では土地購入費 16，430円(反当り 30

円の水田 28町歩および反当り 10円の畑80町

歩を予定)が計上され，結果は畑 76町 7反歩

(購買価格7，654円)であった(反当り 9円

98銭)。その後， 1910年度と 11年度にも土地

購入費として6，997円と 4，977円を計上した

51) W山陽新報~1908 年 7 月 28 日「韓国農事奨励組合」

52) W山陽新報~ 1909年 3月10日「韓国農事奨励組合

理事会」

表 12 質収地の所在別分布(1910年度末)

所在 土地面積 購買価格 反当り地価
韓国出頭所 町E畝歩 同級 円銭

(密限事務所) 0.9321 1， 116. 00 120.00 

密防 12.8819 3，069.14 23.83 

柳頭 5. 5805 1，658.00 29目71

院洞 76.7321 7，654.72 9.98 

計 96. 1406 13，497.86 14.04 

出典'①「韓国I出業奨励組合資産問査J(1909年3月31日現在)，
②「資産制査J(1911年3月31日現在)より作成。
備考:(1)韓国出強所と密悶の数値は上記①の出典により，柳頑と院洞
の数値は上記②の出典による。 1釦頭の数値を②によったのは
土地面積がわずかだが修正(プラス 5歩)されているから
である(腕買価格は同一)。
(2)上i氾の出典①と@では韓国出張所と密臨の数値でわりと相違
があるーそもそも②では①で区別されていた韓国出張所と密
脇が区別されていず，合計値しかでていない。そのため合計
値で両者を比べるしかないが.①の土地面積13町B反2
畝10歩ωH'l価格 4，185円14銭)が②では13町日反4
畝16歩叩1買価格 4，272円16銭)となっている。この差
の分は1909年度にプラスされた(迫加腕入されたか，修正
されたか)と考えられる.

表 13 買収地の地目別分布(1910年度末)

所在 地 目

水田 畑 宅地 堤防敷地 計

密阪
6RJ.反畝5歩 町反畝f0iA EI反畝flk(0町.反畝t5it) 
4815 7. 1210 0.2321 (0. 180 (1町4.反02畝21歩) 

13.8416 

柳頭 5目5805 5.5805 

院i同 76. 7321 76.7321 

所有地計 12. 0620 83. 8601 0.2321 96. 1612 

出典 「資産問査J(1911年3月31日現在)より作成。
日1i考・密防の堤防敷地は所有地に含められていない.買収したものの
堤防敷地として免税地となり私有地とはならなかったのであろ
っ固

が，新規の土地取得の実績はない。 12年度予

算から土地購入費はなく，土地集積は終了した。

[2]買収地の分布

1908年の春(おそらく 4月ないし 5月)， 

京釜線密陽駅前の土地 9反 3畝 21歩 (2，811 

坪)を 1，116円で買収した。(表12，参照)反

当り 120円の l等地であり，韓国事務所(韓

国出張所)を設置するのに好適地と見定めたの

である。そして農場用の土地を探し， 7月ま

でに 12町 8反 8畝19歩を 3，069円で買収す

る。今度は反当り 23円と廉価になっているが，

あとで「密陽農場」と称するくらいだから密陽

駅付近であったろう。さらに，同じ 1908年度

53)柳頭という地名がどこなのか確定できていない。越

智H佐七『新旧対照朝鮮全道府郡面里j同名称一覧』

(1917年)で調べてみたが，わからなかった。里
や洞の旧名でもなさそうである。韓国事務所のある

密陽から比較的近い所ではないかと思われる。
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表 14 組合所有地の自小作地別分布

所在
1909年度 1910年度

自作地 小作地 計 自作地 小作地 計

純国出張所
'f反o.歩 'f反畝歩 町反臥 !p 'f反臥!p 個I反自氏歩 "反 iat!.<

水田
(密防事務所)

向u 0.7000 。7000 0.6300 0.6300 

密防l込場
水田 O. 9500 9.4917 10.4417 6.4815 6.4815 

知l 0.5000 1. 8402 2.3402 0.7522 5.7318 6.4910 

柳頭1良場
水田 5.5805 5.5805 5.5805 5.5805 

知l

院洞l没場
水田

畑 76.7321 76.7321 

水田 O. 9500 15.0722 16.0222 12.0620 12. 0620 

計 畑 1. 2000 1. 8402 3.0402 1. 3822 82.4639 83.8601 

前 2.1500 16.9124 19.0624 1. 3822 94.5329 95. 9221 

出典:①「明治四十二年度韓国政業奨励組合収支予算ill'J.@ r斡同出業奨励組合資産問査J(19日日年 3月31日
現在1.@r資産別査J(1911年 3月31日現在)より作成。

~i1i考: (1) r1909年度Jは1909年4月の時点における組合の所有地管理方針を示すもので，実際そうなったとは
かぎらない.韓国出張所の畑 7反は. 9反 3畝21歩(上記の出典②にある事務所の敷地・付属畑)
から 2反 3畝21歩(出典③にある密闘の宅地)を差引いて算出したものだからこれより広かった可
能性大だし，またそこは「自営出場収入J(出典①)が得られる所とみな吉れていなかコた可能性が商
く，そうであれば本格的な自作経営はなされていなかったであろう.

(2) r1910年度」は出典③から準きだせる自小作地別を示すもの。ただし，この 1910年度末では隣国出張
所の付属畑と密防l出場が「密悶反BIjJで一括されているので，両者を区別しようとして，次のような筆
者の推算によった. r密閉反日IJJのうちの「畑反別J7町1反 2畝10歩から 6町4反 9畝1日歩(r畑
反別」の内訳らしい「自作i也反B'JJ1反3畝10歩と「果樹園反別J7畝と「桑回反日IjJ5反 5畝12
歩と f小作反別J5町7反 3畝18iI去の合計)を差引いて算出。なお;:の内訳の「自作地反別Jr果
樹園反別Jr桑岡反別」を合わせたものを密陥l出場の自作地(畑)とみなしたa

内に柳頭53)で5町5反8畝を 1，658円で買収す

る。反当り 29円台と割高になっているのはす

べて水田のためかもしれない。(表 13，参照)

おそらく初年度末の 1909年 3月に土地売買

の仮契約でも取り交わし(もしくは手付金でも

支払って)，次年度に入って早々の 1909年 4

月に本契約を締結したようなのだが54) 京釜線

を密陽駅より釜山寄りに少し下った院桐駅前に

76町 7反 3畝21歩という大地積を 7，654円

72銭で買収した。すべて畑であるにしても，

停車場から至便な位置にあるにしては廉価すぎ

るほどのものであった。

かくして，組合設立当初のほぼ lヵ年で約

13， 500円を投資し，京釜線の 2つの停車場が

最寄りの駅になるほど交通至便の地所を 2大

54) ~山陽新報~ 1909年 3月10日「韓国農事奨励組合

理事会」に見える「購入契約」は仮契約もしくは手

付金支払い程度のことが成約と伝聞されたものでは

なかろうか。むしろ翌 4月になって昨年十二月

増資の結果新旧を通じて三百口となし新口は旧日と

同一額の払込をなし同出資金を以て今回院洞駅前を

約八十町歩を購入契約したる趣なるJ(~山陽新報』

1909年 4月24日「韓国農業奨励組合J) とあるな

かの今回の購入契約の方が本契約であろう。

拠点とする(図 1，参看)， 4ヵ所(密陽駅前，

密陽，柳頭，院洞)で合わせて約96町歩を買

収した。

4 農業経営

1908年 7月頃の組合所有地は次のようであ

ったらしい。

「組合の購入せる田畑は十三町歩余にて其

中一町三反歩は同組合の直営とし農夫も岡山

県下より招致して模範的農場となる筈にて残

余の十一町歩余は不敢取韓人に貸付け小作せ

しむる筈にて文一部は依托試験とし同組合よ

り指揮して其設計に擦らしむる筈なり同組合

は元来本県より農夫の移住経営を奨励するを

目的とするものなれば農夫にして渡韓し農業

を経営せんとする者には従来買収せる地所を

買収し原価に相当利子を付して譲り渡し又小

作せんとする者には耕作せしむる筈にて之が

為め韓人の小作は一作毎に取上ぐること組合

の自由となせる由55)J 

55) ~山陽新報~1908 年 7 月 28 日「韓国農事奨励組合」
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図 1 慶尚南道略図(部分. 1912年)

出!ll!・ 『朝鮮総督府慶尚南道道勢要覧(大正二年)~ (朝鮮総'回府慶尚南道.1914年)
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表 15 農場収入の内訳 (1909年度予算)

水田 畑

小作料 単価
音ト

所在 反別 反収籾籾収量(J)'ft科串)(石当) 金額 所在 反別 作付 単収 小作料 111価金額

作j収自也
反臥!1>果樹困 門蝕 円悩皿

区畝歩 石斗升 石斗升合 門 門飢E 密随 4.000間作野菜 50.00(反当) 200.000 
密悶 9. 500 3. 76 35. 720 4 142.880 門蝕凪

密陥 1. 000 煙車 0.13(貫当) 58.500 
(B) 401. 380 

入

密問| 石斗升合 石'J.!t合 阿

作i入収自

柳碩 150.717 3.76 566.846 238.478 4 953.912 密防 18.402大変 18.406 2 36.812 
(42%) 大豆 9.203 4 36.812 (C) 3，367.536 

(D) 2，947.536 
日f入予定 70.000 3.76 263.200 105.000 4 'A'420. 000 購入予定 800.000 大変 480.000 2 960.0日

(40%) (1詫洞) 大豆 240.000 4 960.00 

合計 (B + C) 3，768.916 
(B + D)3， 388. 916 

出典明治四十二年度韓国Jla業奨励組合収支予算書Jより作成.
仰考:小作料収入のうち「帥入予定水田反日IJJ7町歩は取得できなかった.したがって小作料収入 (A)は実現の見込みは全くない。これに対して「日『入予
定畑反別J80町歩は約77町歩になるが取得できる.そこで (C)から(A)を差引いて (D)とした.，出場収入の予算額としてはili前上の (B+C)
より (B+D)の方が年度問の比較対H日数値としてベターであろう。

組合の「農場」といっても直営地は 1町 3

反程度であり，ほとんどが地主経営地だ、ったよ

うなのである。その地主経営地は今は朝鮮人小

作農に耕作させるが，近い将来，本国の岡県人

で移住渡韓農業経営者に有償譲渡(買収地価に

利子を加えた金額で売却)するか，もしくは小

作させるかにするが，後者のばあいには日本人

小作農を朝鮮人小作農に代替させ，旧来の朝鮮

人耕作権を取り上げる事態が生じることも止む

をえなくなる， というのである。

当時の既買収地は 13町歩ほどのようで，そ

れは密陽駅前あたりの土地らしい。その後おな

じ年度内に柳頭という地名の所で水田 5町 5

反 8畝を買収するととで，初年度に約 19町

4反歩を取得したのだが(ただし，乙のなか

には若干の堤防敷地が含まれており，乙の免税

地を除くと，買収地で課税地なのは約 19町 3

反歩であった)，これに 1909年 4月下旬から

院洞駅前で取得した 77町歩近い土地が加わる

わけで，それらを自小作地別で見ょうとしたの

が表14である。

組合としては，異国朝鮮での農業経営を始め

る前提としての土地取得を先行させねばなら

ず，初年度末には一応それを達成していたか

ら，とれをうけて本格的な農業経営が始まるは

表 16 農場収入の内訳(1911年度予算)

収入項目 | 収 量 価 金 額
(石当)

籾 126石.斗67升
同館 門鈍

4.00 506.68 

大麦 106.62 2.23 234. 56 

小麦 30.00 4.00 120.00 

大豆 57.50 4.00 230.00 

果実 155.40 

野菜 63.00 

雑穀其他 100.00 

小計 1，409.10 
金納小作料 393.90 

貸家料 402.00 

合計 2，205. 54 

出典・「明治四十四年度韓国政業奨励組合収支予算自」より作成。
備考 :(11
'
&入項目のうち収穫物の自作地・小作i出別区分がなく不
明。
凶貸家料は上記の出典に rlH!夫合貸家料Jとあるのを改め
たものである。出典の表記だと貸家にする「政夫舎Jが
何なのか問題になるが，密防事務所の「物凶Js!夫会」や
院洞の f，良夫合J(双却の表 17，参照)を貸家にするのは
理解に継がある。 f/11合貸家料Jの誤記ではあるまいかa

ずの 1909年度予算では「農場収入」約 3，768 

円(その内訳は表15，参照)が計上された。

まだ、経営地となっていない「購入予定水田J7 

町歩と「購入予定畑J80町歩(後者はほぼ実

現するが，前者は実現しない)も組み込まれて

不確実性の高い予算だが，これがどうなったか

は同年度決算書を見ることができないのでわか

らない。翌年度以降の「農場収入J決算・予算

額で比較するしかない。 1910年度の「農場収

入J(広義)は 1，416円だが，これから「貸家

料J514円を差引くと「農場収入J(狭義)901 
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表 17 組合の建物(1910年度末)

所在 建物
造 作

fi方 建坪 金額

坪合勺 同蝕

①事務所 A瓦 27.50 1，216.25 

B瓦 33.50 992.16 

②物置1良夫舎
A瓦 20.00 468.70 

密防 B瓦 26.00 405. 09 

③倉庫 瓦 9.00 335.40 

@第一号f災合 瓦 36.50 756. 98 

⑤第二号j良舎 瓦 23.25 595.00 

院洞
⑥倉庫 瓦 18.00 417.40 

⑦l良夫舎 草 27.00 303.87 

出典:r韓国農業奨励組合資産開査J(1909年 3月31日現在)，
「資産制査J(1911年 3月31日現在)より作成ロ

制考 ili物につけた番号は便宜的なものである。①と②のAは190B
年度末で建築費. Bは1910年度末で時価， @-①は1910
年度末で時価.密防の合同lは2階建固

円である(表 3L901円は表 15の (B十D)

の約1/4である。自作地収入と小作地収入か

らなる本来の農場収入の実績は芳しくない0

1911年度の「農場収入」予算(表16，参照)

のうち狭義の本来的なそれ(収入項目のなかの

収穫物と金納小作料の合計 1，803円)は表 15

の (B+D)の約1/2であり，将来性が危ぶ

まれるくらいで，農業経営の不調なること明瞭

である。

こうした不安定な農場収入にあって貸家

料」が比較的安定した農場収入項目となってい

る。そこで，農地以外の不動産を見ょうとした

のが表17である。初年度では密陽に事務所と

物置農夫舎の 2棟だ、ったものが，経営規模の

拡大につれて新築される建物が増えていき，か

つ増築もなされ(例えば①や②で)1910年度

末には 7棟の建物(総坪数 173坪 2合 5勺，

時価総額3，805円90銭)となっている。

7棟のうち，①は組合の職員である幹事・

技師・書記叩の滞在場所，また小使・臨時通弁

・臨時筆生(表 18，参照)の勤務先であり，

②は密陽農場の年雇(表 18の「常農夫J)を住

まわせる所，また年間延べ日数250日の「臨時

農夫」の寄宿先であり，⑦は密陽事務所からの

派遣員や「院洞草場管理人J(表 18の備考，参

照)などが居留した所であって，組合の役・職

員の韓国出張や組合の自作地経営・小作地経営

が必要としたものである。

これらに対して，第一・二号農舎(④と⑤)

は組合の農業経営と直接かかわらない建物

で， 1910年度決算書では「第一号貸家Jr第二
号貸家」と称されているものである。はじめか

ら貸家用として建てられたものなのである。そ

もそも日本から渡韓して農業を始めるにしても

すぐに土地や家屋が取得できるはずはない。仮

に土地取引が順調であっても，さしあたり居住

する所がなくてはならない。借家するにして

も，あるいは新築するにしても，そこに入居す

る前に一時的にどこかに住まねばならない。小

資本しか所持しない小家族農であればなおさら

のことである。海外への移住農に伴うそうした

不如意さを緩和する移住者仮泊施設の役割をは

表 18 雇用労働資 (1910年度， 1911年度)

1910年度 1911年度

配置先 麗人
予算額 決算額

人数
賃金形態(延べ日数) 予算額

阿蝕 門錨 門

常 l良夫 (A) 門銅 216.00 月給 18.00 1 216 

臨時l良夫 (8) 4(A89+.0B0 } 14l. 10 日給 0.40 (250) 100 
密防 使 (C) 月給 5.00 l 60 

臨時過弁 (口)
399.00 369.10 

日給 0.50 (200) 100 

臨時*生 (E) (C+D十E+F) (C+D+E+F) 日給 0.50 (150) 75 

焼場管理人 (F) 月手当 10.00 220 

院i同 小作料徴収補助人夫 日給 0.50 25 

l長場通弁 24 

出典:①「明治四十三年度韓国政業奨励組合収支決算脅J，②「明治四十四年度韓国炭業奨励組合収支予算性Jより作成。
備考:r農場管理人」は上記の出典①で事務所費のなかの「日告側給」に含まれているが，木表では院洞の方に入れておいた.な
ぜなら，出典②で事務所設のなかの「路間I給」に「院洞琵場管理人Jとあり，これは前年度の rl.出場管理人Jの名称替と
判断でき，そうなら配置先としては院洞の方が適当だからである。
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たしていたのであろう。とすれば， これは組合

の主目的の一つである対韓移住農業と直接むす

びついたもので，京釜線のー要路にあって本国

(とりわけ岡山)の対韓植民運動を支えるよう

機能しつつあったのである。

結びにかえて

以上，韓国農業奨励組合の展開過程を，その

前半期 (1908~1912 年度)にあたる明治期(明

治 41~45 年度)を中心にして，その実体をあ

る程度は明らかにしえたのではないかと思う。

まだ追究すべきところが残っていることを自覚

しつつも，予定の紙幅に達したため一応ここで

摘筆する。

56) 1911年度予算舎には，月俸40円の幹事が1人(年

俸480円).月俸55円の技師 1人(年俸660円). 

月俸 15円の香記 1人(年俸 180円)とあり，この

3人が当年度の韓国駐在職員に予定されていたの
であろう。

[後記] 西服部家文書を閲覧するにさいしては，

服部大本家前当主の故服部和一郎氏ならびに現

当主の服部恒雄氏から御助力を得ることができ

た。大人と呼ぶにふさわしかった故服部和一郎

氏に親しく話しかけられた往時を懐かしく偲ぶ

ものである。また『山陽新報』の利用にあたっ

ては，在問宣久氏(岡山県総務部)から御助言

を受けることができた。記して.感謝の意を表

する次第である。


